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大蔵村特定地域生活排水処理事業経営戦略 

団 体 名 ：山形県大蔵村 

事 業 名 ：特定地域生活排水処理事業 

策 定 日 ：令和８年 3 月 

計 画 期 間 ：令和８年度～令和１７年度 

１．事業概要 

（１）事業の現況 

①施設 

供 用 開 始 年 度 

（供用開始後年数） 

平成１６年度 

（２１年） 

法適（全部適用・一

部適用）・非適の区分 
法適用（一部） 

浄 化 槽 設 置 区 域 内 

人 口 密 度 
― 

流域下水道等への接

続 の 有 無 
無 

処 理 区 数 該当事項はありません。 

処 理 場 数 該当事項はありません。 

広 域 化 ・ 共 同 化 ・ 
最 適 化 実 施 状 況 

該当事項はありません。 

②使用料 

一般家庭用使用料体

系 の 概 要 ・ 考 え 方 

浄化槽の人槽区分に応じて月額使用料を設定しています。 

人槽区分 使用料 人槽区分 使用料 

5 人槽 4,180 円 21～25 人槽 14,630 円 

6～7 人槽 5,060 円 26～30 人槽 17,600 円 

8～10 人槽 6,490 円 31～40 人槽 21,670 円 

11～15 人槽 8,800 円 41～50 人槽 27,500 円 

16～20 人槽 11,770 円 いずれも月額・税込み 
 

業務用使用料体系の

概 要 ・ 考 え 方 
該当事項はありません。 

その他の使用料体系

の 概 要 ・ 考 え 方 
該当事項はありません。 

条 例 上 の 使 用 料 

（ ２ ０ ㎥ あ た り ） 

※税込金額 

令和６年度 4,180 円 
実 質 的 な 使 用 料 

（２０㎥あたり） 

令和６年度 5,128 円 

令和５年度 4,180 円 令和５年度 4,391 円 

令和４年度 4,180 円 令和４年度 4,752 円 
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③組織 

職 員 数 
地域整備課は令和７年度現在一般職員８人体制で業務を行っ

ています。 

事 業 運 営 組 織 

取り扱っている事務については水道事業、下水道事業の業務

のほか、道路・橋梁の建設や管理･保全、除雪、村営住宅、河

川、土砂災害防止等の事務を兼務で行っています。 

 

（２）民間活力の活用等 

民間活用の

状 況 

ア 民間委託（包括的民間

委託を含む） 

浄化槽の点検及び維持管理を委託してい

ます。 

イ 指定管理者制度 該当事項はありません。 

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ 該当事項はありません。 

資産活用の

状 況 

ア エネルギー利用（下水

熱･下水汚泥･発電等） 
該当事項はありません。 

イ 土地･施設等利用（未利

用土地･施設の活用等） 
該当事項はありません。 

（３）経営比較分析表等を活用した現状分析 

経常収支比率 （営業収益+営業外収益）/（営業費用+営業外費用）×100 

経常収支比率は使用料等の収入で、

維持管理費や支払利息等の費用をど

の程度賄えているかを示す指標で

す。 

直近で 100%を上回っており、これ

は黒字を意味しています。但し、維

持管理費のすべてを使用料収入で賄

えていないため、一般会計からの繰

入金により補填している状況です。 
 

※令和 5 年度以前は地方公営企業法適用前のため値があ

りません。（以下、値がない指標について同様） 

地域整備課

維持管理係 建設係 上下水道係
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累積欠損金比率 当年度未処理欠損金/（営業収益-受託工事収益）×100 

累積欠損金比率は営業収益に対す

る累積欠損金状況を示す指標です。

累積欠損金は 0％であると累積欠損

金が生じていないことを示していま

す。 

累積欠損金はありません。 

 

 

流動比率 流動資産/流動負債×100 

流動比率は、流動負債に対する流

動資産の割合で、短期債務に対す

る支払能力を示す指標で 100％以上

であることが望まれます。 

100%以上であり、短期的な支払能

力に問題はありません。 

 

企業債残高対事業規模比率 （企業債現在高合計―一般会計負担分）/営業収益×100 

企業債残高対事業規模比率は、使

用料収入に対する企業債残高を示

す指標です。 

企業債残高はありますが、償還金

のすべてを一般会計で負担すること

が見込まれるため、当指標はゼロ

となっています。但し、独立採算制

の原則からは望ましい状態とは言

えません。 
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経費回収率 使用料収入/汚水処理原価（公費負担分を除く）×100 

経費回収率は、汚水処理に係る費

用が使用料収入でどの程度賄えてい

るかを示した指標で、100％以上が

健全です。 

類似団体平均値を上回っています

が、100%未満となっています。使

用料収入で賄えている汚水処理原価

は約 77%です。 

 

汚水処理原価 汚水処理費用（公費負担分を除く）／有収水量 

有収水量１㎥当たりの汚水処理に

要した費用であり、汚水処理に係

るコストを表した指標です。 

類似団体平均値とほぼ同水準です。 

今後は耐用年数を超過した既存浄

化槽の修繕費の増加や更新に伴い

減価償却費の増大が見込まれてい

ます。 

 

施設利用率 晴天時一日平均処理水量/晴天時現在処理能力×100 

施設・設備が一日に対応可能な処

理能力に対する、一日平均処理水

量の割合であり、施設の利用状況

や適正規模を判断する指標で、明

確な数値基準はありませんが、一

般的には高い数値であることが望

まれます。 

類似団体平均と同水準で推移してい

ます。 
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水洗化率 現在水洗便所設置済人口/現在浄化槽設置区域内人口×100 

現 在 浄 化 槽 設 置 区 域 内 人 口 の う

ち、実際に水洗便所を設置して汚水

処理している人口の割合を表した指

標で、高い方が健全です。 

増加傾向にありますが類似団体平

均値を下回っています。今後も広報

誌やタブレット配信等を活用し、

積極的な啓発活動を展開していく必

要があります。 

 

有形固定資産減価償却率 有形固定資産減価償却累計額/有形固定資産帳簿原価×100 

有形固定資産減価償却率は有形固

定資産の減価償却率がどの程度進ん

でいるかを示す指標です。 

類似団体平均より低い水準で推移

していますが、地方公営企業法を適

用した令和 5 年度を資産の取得年度

として計算されるためです。実際に

は老朽化している浄化槽も存在して

います。 

 

全体総括  

経常収支比率は 100%を超えていますが、経費回収率は 100%未満であり、これは一

般会計からの繰入金による補填によって黒字化していることを意味しています。 

浄化槽使用料は定額制を採用しているため、経費回収率が 100%を下回っている状況

では、設置世帯が増えるほど収支が悪化し繰入金を増額せざるを得ない収支構造と

なっています。 

今後は、物価上昇による維持管理費の上昇や老朽化した浄化槽の修繕費の増加によ

り収支の悪化が見込まれます。さらに事業開始当初に整備された浄化槽が順次耐用

年数を迎えるため、これらの浄化槽の大規模な更新需要が見込まれます。 

将来の更新需要も見据えた適正な料金体系の構築が不可欠な状況です。 
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２．将来の事業環境 

（１）浄化槽設置区域内人口の予測 

国立社会保障・人口問題研究所（社人研）による将来人口推計では、本村の総人口

は、2020 年の 3,028 人から 30 年後の 2050 年には 1,346 人にまで減少することが予

測されています。 

人口推計にあたっては、実績傾向分析、社人研推計、大蔵村人口ビジョン 2025-

2030 による予測を検証した結果、大蔵村人口ビジョン 2025-2030 の推計結果を参考

としました。 

 

浄化槽設置区域の人口推計にあたっては、人口推計をもとにして令和６年度実績値

（人口に占める浄化槽設置区域の人口）の割合により算定しました。 

 

予測結果 

行政区域内人口、浄化槽設置区域内人口ともに減少傾向にあることから、浄化槽設

置区域内人口は 2024 年度の 1,138 人から、計画期間末の 2035 年度では 986 人とな

り、約 152 人減少する見込みです。 
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（２）浄化槽設置世帯数の予測 

浄化槽事業では、使用料収入は有収水量ではなく接続世帯数に応じて変動するた

め、浄化槽設置世帯数を傾向分析により予測しました。 

 

浄化槽設置区域の全世帯数推計は，過去 5 年の平均増減率により算定しました。 

浄化槽設置世帯数の推計は，全世帯数推計をもとに 2024 年度実績値（全世帯数に占

める浄化槽設置世帯数の割合）により算定しました。 

 

予測結果 

浄化槽設置区域内人口が減少傾向にあることから、浄化槽設置世帯も減少傾向で推

移する見込みです。2024 年度の 231 戸から、計画期間末の 2035 年度では 198 戸と

なり、約 33 戸減少する見込みです。 
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（３）使用料収入の見通し 

使用料収入の予測は、浄化槽設置世帯推計に令和７年度予算にもとづく年間の世帯当

たり使用料を乗じて算出しています。 

なお、2023 年度実績が他の年度に比べて低くなっている理由は、公営企業会計への

移行に伴う打切決算により、計上されている使用料収入が１年分ではないためです。 

 

予測結果 

浄化槽設置世帯数の減少により、使用料収入も減少傾向で推移する見込みです。 

2024 年度の 13,104 千円から、計画期間末の 2035 年度では 11,521 千円と約 1,583 千

円減少する見込みです。 
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（４）施設の見通し 

（５）組織の見通し 

職員定数は、以下の要因から、現状維持で推移するものとしました。 

上下水道業務は地域整備課の職員３名で対応しており、人員は最小限で運営されて

います。現在のところ、体制の変更は予定していませんが、専門知識を持つ職員を

育成し、業務の質を高めることで、少ない人数でも円滑な事業運営ができる体制を

構築していきます。 

 

 

  

次のグラフは、固定資産台帳に登録されている浄化槽について、取得年度別に再調

達価額を合算したものです。再調達価額は、建設当時の取得価額を国土交通省が公

表している「建設工事費デフレーター（2015 年度基準）」で現在価格に調整した額

です。

 
 

2000 年代前半に設置された浄化槽は、今後 10 年以内に法定耐用年数を迎えます。

使用年数や劣化状況に応じて点検・修繕を実施することにより、法定耐用年数を超

えると直ちに更新が必要となるわけではありませんが、老朽化の進行や地震による

破損リスクなどを考慮し、個別の状況に応じて優先順位を付け、計画的に更新を進

める必要があります。 
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３．経営の基本方針 

1. 適正な排水処理の維持と環境保全  

地域特性に応じた効率的な生活排水処理対策を推進し、水質保全と公衆衛生の向

上を図ります。住民の生命と健康を守るインフラとして、将来にわたり安定的に

処理機能を維持します。 

2. 適切な維持管理に向けた住民理解の促進 

浄化槽の役割や適正管理の重要性について広報を強化し、住民との緊密な連携に

より、法令に基づく適正な維持管理を推進します。 

3.持続可能な事業体制の構築 

人口減少に伴う受益者減少を見据え、中長期的な収支見通しに基づいた施設更新

の平準化や維持管理コストの最適化に努めます。事業運営の効率化を徹底したう

えで、受益者による適正な応分負担を求めることで、健全かつ持続可能な経営体

制を構築します。 

４．投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資・財政計画（収支計画）：別紙のとおり 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

①収支計画のうち投資についての説明 

目 標 

老朽化した浄化槽の設置・更新を計画的に実施します。更新にあたっては、耐

震化対策の推進、維持管理費の低減などを図ります。 

 

主な投資の内容 

前述の「(4)施設の見通し」のとおり、2000 年代に設置された浄化槽は、今後 10 年

程度で法定耐用年数を迎えます。 

法定耐用年数を超えると直ちに更新が必要になるわけではなく、また、財政負担と

業務量の集中を避けるために、更新時期の平準化を図り、更新にあたってはダウン

サイジングやスペックダウンなどにより投資規模を抑制することが求められます。 

これらの状況を踏まえて、収支計画の策定においては、財政負担と業務量の平準化

の観点から、浄化槽の設置・更新計画は次の通りとしました。 

・令和８年度以降、毎年、５人槽２基を設置・更新する。 

・更新費用は、設計委託費 50 万円，工事請負費 450 万円とする。 
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②収支計画のうち財源についての説明 

目 標 

建設事業費の財源については、国庫補助金、受益者分担金及び企業債で確保し

ます。維持管理費の財源は、原則として使用料収入を基本とし、不足する額は

繰入金を想定します。 

経常収支比率について、2024 年度実績 101.49%の実績水準を計画期間末の

2035 年度まで維持することを目指します。 

経費回収率について、2024 年度実績 76.6%から 2035 年度には 80%への改善を

目指します。中長期的な目標として 100%を目指します。 

 

次のグラフは、経費回収率の見込みを示しています。2024 年度までは実績値、2025

年度は予算額に基づいています。2024 年度の経費回収率は 76.6%であり、公費負担

があることを考慮しても使用料収入で処理原価を回収できていません。このまま使

用料改定を行わない場合、計画期間末の 2035 年度には 54.2%まで下落することが予

想されます。 

経営健全化の目安である「回収率 100％」を 2035 年度に達成するには、約 35％の

改定を 2 回実施するという多大な負担をお願いせざるを得ません。しかし、生活へ

の急激な影響を避けるため、本計画では激変緩和の観点から 1 回あたりの改定幅を

20％に抑制し、段階的な改善を図ります。 

この 2 回の改定により、まずは現実的な目標として計画期間末の 2035 年度において

経費回収率 80%を目指します。 
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財源積算の考え方 

料  金：2028(令和 10 年度)までに使用料改定を検討します。収支計画の作成にあ

たっては、2028年度と 2033 年度にそれぞれ 20%の改定を想定しました。 

企 業 債：建設改良費の財源として補助金や受益者分担金だけでは不足する額を想

定します。 

繰 入 金 ：独立採算性の原則に基づき、一般会計からの基準外繰入は可能な限り行

わないものとしますが、維持管理費の財源として料金改定をしてもなお

不足する額を想定します。 

国庫補助：活用できる国庫補助事業を見込みます。 

③収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

投資以外の経費 

人 件 費：過去５年間の一人あたり人件費の平均値に計画期間の職員の人数を乗じ

て算出しました。職員定数は現状維持としました。 

そ の 他：過去５年間の平均に物価上昇率２％/年を想定しました。 

 

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

①今後の投資についての考え方・検討状況 

広域化･共同化･最適

化 に 関 す る 事 項 

汚泥処理の共同化により、効率的で持続可能な処理体制を構

築し、地域全体の負担軽減を目指します。 

投資の平準化に関す

る 事 項 

浄化槽の設置・更新を計画的かつ継続的に進めるため、年度

ごとの更新件数の平準化に取り組みます。ストックマネジメ

ントや設備診断の実施により更新対象を優先順位付けし、更

新費用と業務量の偏在を抑え、持続可能な維持管理体制の確

立を図ります。 

民間活力の活用に関

す る 事 項 

（PPP/PFI など） 

浄化槽の設置・更新にあたり、民間事業者の技術力や機動性

を積極的に活用し、効率的で円滑な更新体制の構築を図りま

す。調査・設計・施工・維持管理などの各段階で適切に役割

分担を行い、民間活力の導入を進めることで、持続可能な更

新事業の推進を目指します。 

そ の 他 の 取 組 

更新に伴う住民負担を軽減するため、補助制度の活用や情報

提供を充実させ、更新手続きの円滑化を図ります。住民が安

心して更新に取り組める環境づくりを進めます。 
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②今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに関

す る 事 項 

維持管理や設置・更新に要する実費を踏まえ、手数料や使用

料の適正化を進め、安定的な財源確保を図ります。また、収

納率向上のため、オンライン決済導入や未払い者への督促強

化などの施策も検討します。 

資産活用による収入

増加の取組について 
遊休資産はありません。 

そ の 他 の 取 組 
国・県の補助制度や交付金を積極的に活用し、事業費の負担

軽減と財源の多様化を進めます。 

③投資以外の経費についての考え方・検討状況 

民間活力の活用に関
す る 事 項 
(包括的民間委託等の民間委
託 、 指 定 管 理 者 制 度 、
PPP/PFI など) 

民間事業者との連携により、点検・清掃・更新に関するサー

ビスの質を高めるとともに、維持管理費用の安定化を図りま

す。 

職員給与費に関する

事 項 

職員給与費は、社会や財政の状況を踏まえ適正に維持しま

す。職員配置や業務効率化で人件費を抑制します。 

動力費に関する事項 該当事項はありません。 

薬品費に関する事項 該当事項はありません。 

修繕費に関する事項 

大規模な修繕が必要となる前に、小規模な補修を計画的に実

施することで、予期せぬ高額な修繕費の発生を抑制します。

加えて、施設の老朽化状況を正確に把握しながら、効率的な

修繕を行います。 

委託費に関する事項 

委託業務の範囲および内容を定期的に精査し、競争原理を適

用した業者選定プロセスを設けることで、コスト効率に優れ

た委託体制の確立を目指します。 

そ の 他 の 取 組 
浄化槽台帳や維持管理データを整備し、未把握施設の解消や

未収の防止を図ることで、適正な収入確保に努めます。 

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

経 営 戦 略 の 事 後 検

証、改定等に関する

事 項 

毎年度、進捗管理（モニタリング）、事後検証を行うととも

に、PDCA サイクルにより５年ごとに見直し（ローリング）

を図ります。 

 


